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◎児童福祉法施行規則

施　行　後 現　　　行

第二章　福祉の措置及び保障

〔医療費の請求手続〕

申請しなければならない。

一　入所の措置を受けることを希望する者の氏名、

居住地、生年月日及び職業

二　入所の措置を受けることを希望する理由

②　法第二十二条又は第二十三条に規定する措置を

採るべき都道府県又は市町村は、必要があると認

めたときは、前項の規定による申請がない場合に

おいても、法第二十二条又は第二十三条の規定に

よる措置を採らなければならない。

〔保育所への入所の申込み〕

第二十三条　法第二十四条第二項に規定する厚生省

令の定める事項は、次のとおりとする。

二　法第二十四条第一項の規定による保育の実施

（以下単に「保育の実施」という。）を希望する

保護者の氏名、居住地、生年月日及び職業

二　保育の実施に係る児童の氏名及び生年月日

三　保育の実施を希望する理由

②　法第二十四条第二項前段に規定する申込書は、

保育の実施を希望する保護者の居住地の市町村に

提出しなければならない。

③　前項の申込書には、法第五十六条第三項の規定

により徴収する額の決定のために必要な事項に関

する書類を添えなけれ

第八条

①　（略）

②　指定育成医療機関は、育成医療の給付を受けた

身体に障害のある児童又はその扶養義務者が、法

第五十六条第四項の規定により支払いを命ぜられ

た額を、支払期限までに指定育成医療機関に支払

わなかったときは、その旨を遅滞なく都道府県知

事に通知しなければならない。

③　（略）

第二章　福祉の措置及び保障

〔医療費の請求手続〕

ればならない。

一　入所の措置を受けることを希望する者の氏名、

生年月日及び職業

二　居住地及び居住期間

三　入所の措置を受けることを希望する理由

②　その監護すべき児童につき、法第二十四条に規

定する保育所への入所の措置を受けさせることを

希望する者は、前項各号に掲げる事項を具し、そ

の居住地の市町村長にその旨を申請しなければな

らない。

③　法第二十二条から第二十四条までに規定する措

置を採るべき都道府県又は市町村は、必要がある

と認めたときは、前二項の規定による申請がない

場合においても、法第二十二条から第二十四条ま

での規定による措置を採らなければならない。

第二十三条　削除

第八条

①　（略）

②　指定育成医療機関は、育成医療の給付を受けた

身体に障害のある児童又はその扶養義務者が、法

第五十六条第三項の規定により支払いを命ぜられ

た額を、支払期限までに指定育成医療機関に支払

わなかったときは、その旨を遅滞なく都道府県知

事に通知しなければならない。

③　（略）
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施　行　後

〔療育機関の指定申請〕

第十一条　（略）

一～七　（略）

八　結核にかかっている児童の療養生活の指導を

担当する保育士その他の職員の氏名及び略歴

九・十　（略）

〔助産施設及び母子生活支援施設への入所の申請〕

第二十二条　法第二十二条又は第二十三条に規定す

る助産施設又は母子生活支援施設への入所の措置

を受けることを希望する者は、次に掲げる事情を

具し、市及び福祉事務所を設置する町村の区域に

あってはその居住地の市町村長に、その他の町村

の区域にあってはその居住地の都道府県知事にそ

の旨を

②　法第二十四条第五項に規定する情報の提供は、

地域住民が当該情報を自由に利用できるような方

法で行うものとする。

〔児童福祉施設の長への書類送付〕

第二十六条　都道府県知事は、法第二十七条第一項

第三号又は第二項の規定により、児童福祉施設に

入所させ、又は指定国立療養所等に治療等の委託

をしようとする児童につき、法第二十六条第二項

に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長

又は指定国立療養所等の長に送付しなければなら

ない。法第三十一条第三項に規定する変更の措置

をとろうとする者についても、同様とする。

〔入所児童についての届出事項〕

第二十七条　児童福祉施設の長又は指定国立療養所

等の長は、法第二十七条第一項第三号の規定によ

り当該児童福祉施設に入所し、又は同条第二項の

規定による委託により当該指定国立療養所等に入

所した児童について次の各号のいずれかに該当す

るときは、その旨を都道府県知事に届け出なけれ

ばならない。法第三十一条第二項又は第三項の規

定の適用を受けて満十八歳に達した後において当

該児童福祉施設又は指定国立療養所等に在所する

者についても、同様とする。

現　　　行

〔療育機関の指定申請〕

第十一条　（略）

一～七　（寮）

八　結核にかかっている児童の療養生活の指導を

担当する保母その他の職員の氏名及び略歴

九・十　（略）

〔準用規定〕

第十八条の二　第八条の二の規定は、医療に係る療

育の給付について準用する。この集合において、

同条中「法第二十一条の三第四項」とあるのは「法

第二十一条の九第八項において準用する法第二十

一条の三第四項」と読み替えるものとする。

〔助産施設等への入所の申請〕

第二十二条　法第二十二条又は第二十三条に規定す

る助産施設又は母子寮への入所の措置を受けるこ

とを希望する者は、次に掲げる事項を具し、市及

び福祉事務所を設置する町村の区域にあってはそ

の居住地の市町村長に、その他の町村の区域にあ

ってはその居住地の都道府県知事にその旨を申請

しなけ

〔児童福祉施設の長への書類送付〕

第二十六条　都道府県知事は、法第二十七条第一項

第三号又は第二項の規定により、児童福祉施設に

入所させ、又は指定国立療養所等に治療等の委託

をしようとする児童につき、法第二十六条第二項

に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長

又は指定国立療養所等の長に送付しなければなら

ない。法第三十一条第二項に規定する変更の措置

をとろうとする者についても、同様とする。

〔入所児童についての届出事項〕

第二十七条　児童福祉施設の長又は指定国立療養所

等の長は、法第二十七条第一項第三号の規定によ

り当該児童福祉施設に入所し、又は同条第二項の

規定による委託により当該指定国立療養所等に入

所した児童について次の各号のいずれかに該当す

るときは、その旨を都道府県知事に届け出なけれ

ばならない。法第三十一条第一項又は第二項の規

定の適用を受けて満十八歳に達した後において当

該児童福祉施設又は指定国立療養所等に在所する

者についても、同様とする。

80



◎児童福祉法施行規則

施　行　後

一・二　（略）

三　法第三十一条第二項又は第三項の規定により、

引き続きその者を当該児童福祉施設に在所させ、

若しくは法第二十七条第二項の規定による委託

を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する

措置を採ることを適当と認めたとき。

〔法第三十三条の四に規定する厚生省令で定める

場合〕

第三十六条　法第三十三条の四に規定する厚生省令

で定める場

ばならない。

④　法第二十四条第二項後段の規定により申込書の

提出を代行する保育所は、関係市町村等との連携

に努めるとともに、保育の実施を希望する保護者

の依頼を受けたときは、速やかに、当該保護者の

居住地の市町村に当該申込書を提出しなければな

らない。

⑤　市町村は、児童の保育に欠けるところがある場

合において、保育の実施を行う必要があると認め

たときは、第二項の規定による申込みがない場合

においても、その保護者に対し、保育の実施の申

込みを勧奨しなければならない。

〔市町村の情報提供〕

第二十四条　法第二十四条第五項に規定する厚生省

令の定める事項は、次のとおりとする。

一　保育所の名称、位置及び設置者に関する事項

二　保育所の施設及び設備の状況に関する事項

三　次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項

イ　保育所の入所定員、入所状況、　職員の状況

及び開所している時間

ロ　保育所の保育の方針

ハ　その他保育所の行う事業に関する事項

四　法第五十六条第三項の規定により徴収する額

に関する事項

五　保育所への入所手続に関する事項

六　市町村の行う保育の実施の概況

現　　　行

一・二　（略）

三　法第三十一条第一項又は第二項の規定により、

引き続きその者を当該児童福祉施設に在所させ、

若しくは法第二十七条第二項の規定による委託

を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する

措置を採ることを適当と認めたとき。

〔法第三十三条の四に規定する厚生省令で定める

場合〕

第三十六条　法第三十三条の四に規定する厚生省令

で定める場

第二十四条　削除

81



施　行　後

童又はその保護者等に必要な援助とする。

第三十八条の三　法四十四条の二第二項に規定する

厚生省令で定める施設は、乳児院、母子生活支援

施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及

び児童自立支援施設とする。）

〔保育士を養成する施設等指定の要件〕

第三十九条の二　（略）

一～三　（略）

四　保育士の養成に適当な建物及び設備を有する

こと。

五～九　（略）

②　厚生大臣は、前項第一号に規定する者のほか、

満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において

二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与

える学校又は施設につき、当該学校又は施設が同

項各号（第一号を除く。）に該当する場合に限り、

同項第二号の規定にかかわらず、令第十三条第一

項第一号の指定をすることができる。

③　厚生大臣は、その経営の状況等から見て、保育

士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認め

られる学校又は施設につき、当該学校又は施設が

第一項各号（第五号（前項に規定する学校又は施

設にあっては、第二号及び第五号。以下この項に

おいて同じ。）を除く。）に該当する場合に限り、

同項第五号の規定にかかわらず、令第十三条第一

項第一号の指定をすることができる。

第四章　保育士試験

〔保育士試験の受験資格〕

第四十条　保育士試験を受けようとする者は、次の

各号のいずれかに該当する者でなければならない。

合は、当該措置又は保育の実施に係る者が都道府

県の区域（市の区域及び福祉事務所を設置する町

村の区域に係る部分を除く。）、市町村の区域、福

祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を

越えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地

を移した場合とする。

第三十六条の二　法第三十四条の三第一項に規定す

る厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　事業の種類及び内容

二　経営者の氏名及び住所（法人であるときは、

その名称及び主たる事務所の所在地）

現　　　行

〔保母を養成する施設等指定の要件〕

第三十九条の二　（略）

一～三　（略）

四　保母の養成に適当な建物及び設備を有するこ

と。

五～九　（略）

②　厚生大臣は、前項第一号に規定する者の外、満

十八歳以上の女子であつて児童福祉施設において

二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与

える学校又は施設につき、当該学校又は施設が同

項各号（第一号を除く。）に該当する場合に限り、

同項第一号の規定にかかわらず、令第十三条第一

項第一号の指定をすることができる。

③　厚生大臣は、その経営の状況等から見て、保母

の養成に支障を生じさせるおそれがないと認めら

れる学校又は施設につき、当該学校又は施設が第

一項各号（第五号（前項に規定する学校又は施設

にあっては、第一号及び第五号。以下この項にお

いて同じ。）を除く。）に該当する場合に限り、同

項第五号の規定にかかわらず、令第十三条第一項

第一号の指定をすることができる。

第四書　保母試験

〔保母試験の受験資格〕

第四十条　保母試験を受けようとする者は、次の各

号の一に該当する者でなければならない。

合は、当該措置に係る者が都道府県の区域（市の

区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る

部分を除く。）、市町村の区域、福祉事務所の所管

区域又は児童相談所の管轄区域を越えて他の区域、

所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とす

る。

第三十六条の二　法第三十四条の三第一項に規定す

る厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　事業の種類及び内容

二　経営者の氏名及び住所（法人であるときは、

その名称及び主たる事務所の所在地）
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◎児童福祉法施行規則

施　行　後

三　条例、定款その他の基本約款

四　職員の定数及び職務の内容

五　主な職員の氏名及び経歴

六　事業を行おうとする区域（市町村の委託を受

けて事業を行おうとする者にあっては、当該市

町村の名称を含む。）

七　児童デイサービス事業、児童短期入所事業又

は児童自立生活援助事業を行おうとする者にあっ

ては、当該事業の用に供する施設の名称、種類、

所在地及び入所定員（児童短期入所事業及び児

童自立生活援助事業に係るものに限る。

八　事業開始の予定年月日

②　法第三十四条の三第一項の規定による届出を行

おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都

道府県知事に提出しなければならない。

第三十八条の二　法第四十四条の二第一項に規定す

る厚生省令で定める援助は、訪問等の方法による

児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭

に係る援助計画の作成その他の児

〔中核市の特例〕

第五十条の三　令第十八条の三第二項の規定により、

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核

市（以下、「中核市」という。）又は中核市の市長

その他の機関が児童福祉に関する事務を処理し又

は行う場合においては、次の表の上欄に掲げるこ

の省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるもの

は、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものと

する。

第三十七条第二項

都
道
府
県

知
事

都道府県知事（助産施設、母子生活支援施

設及び保育所（以下、「特定児童福祉施設」

という。）については、中核市の市長）

略
以
下
略

略
以
下
略

略
以
下
略

現　　　行

三　条例、定款その他の基本約款

四　職員の定数及び職務の内容

五　主な職員の氏名及び経歴

六　事業を行おうとする区域（市町村の委託を受

けて事業を行おうとする者にあっては、当該市

町村の名称を含む。）

七　児童デイサービス事業又は児童短期入所事業

を行おうとする者にあっては、当該事業の用に

供する施設の名称、種類、所在地及び入所定員

（児童短期入所事業に係るものに限る。）

八　事業開始の予定年月日

②　法第三十四条の三第一項の規定による届出を行

おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都

道府県知事に提出しなければならない。

〔中核市の特例〕

第五十条の三　令第十八条の三第二項の規定により、

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核

市（以下、「中核市」という。）又は中核市の市長

その他の機関が児童福祉に関する事務を処理し又

は行う場合においては、次の表の上欄に掲げるこ

の省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるもの

は、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものと

する。

略

略

略

第三十七条第二項

都
道
府
県

知
事

都道府県知事（助産施設、母子寮及び保育

所（以下、「特定児童福祉施設」という。）

については、中核市の市長）

以
下
略

以
下
略

以
下
略
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施　行　後

第八号様式（第四十三条の二関係）

保育士資格証明書

氏　名

年　月　日生

右の者は児童福祉法施行令第十三条第一項第二号によ

り保育士たる瞥格を有する者であることを証明する

年　月　日

都道府県知事

第　　号

印

一～四　（略）

〔保育士試験の科目〕

第四十一条　保育士試験は、次の科目について、こ

れを行う。

一～八　（略）

〔受験の手続き〕

第四十三粂　保育士試験を受けようとする者は、本

籍地、住所及び氏名を記載した申請書に次に掲げ

る書類を添え、都道府県知事にこれを提出しなけ

ればならない。

一　（略）

二　第四十条各号のいずれかに該当することを証

明する書面

三　（略）

〔証明書の交付〕

第四十三条の二　都道府県知事は、保育士試験に合

格した者に対しては、第八号様式により、保育士

資格証明書を与えなければならない。

②　（略）

〔不正受験者〕

第四十四条　不正の方法によって保育士試験を受け

ようとした者又は保育士試験に関する規定に違反

した者に対しては、その試験を停止し、又はその

合格を無効とする。

②　前項の規定に該当する者に対しては、三年以内

において期間を定め、保育士試験を受けさせない

ことができる。

〔施行細則〕

第四十七条　この章で定めるもののほか、保育士試験

に関し必要な事項は、都道府県知事が、これを定め

る。

現　　　行

第八号様式（第四十三条の二関係）

保母資格証明書

氏　名

年　月　日生

右の者は児童福祉法施行令第十三条第一項第二号によ

り保母たる督格を有する者であることを証明する

都
道
府
県
知
事

年　　月　日

第　　号

印

一～四　（略）

〔保母試験の科目〕

第四十一条　保母試験は、次の科目について、これ

を行う。

一～八　（略）

〔受験の手続き〕

第四十三条　保母試験を受けようとする者は、本籍

地、住所及び氏名を記載した申請書に左の書類を

添え、都道府県知事にこれを提出しなければなら

ない。

一　（略）

二　第四十条各号の一に該当することを証明する

書面

三　（略）

〔証明書の交付〕

第四十三条の二　都道府県知事は、保母試験に合格

した者に対しては、第八号様式により、保母資格

証明書を与えなければならない。

②　（略）

〔不正受験者〕

第四十四条　不正の方法によって保母試験を受けよ

うとした者又は保母試験に関する規定に違反した

者に対しては、その試験を停止し、又はその合格

を無効とする。

②　前項の規定に該当する者に対しては、三年以内

において期間を定め、保母試験を受けさせないこ

とができる。

〔施行細則〕

筈四十七条　この章で定めるものの外、保母試験に

関し必要な事項は、都道府県知事が、これを定め

る。
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◎児童福祉法施行規則

施　行　後

第六章　雑則

十四条の二までの各条に規定する業務を目的とする

施設であって第三十五条第三項の届出をしていない

もの又は同条第四項の認可を受けていないもの（前

条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された

ものを含む。）については、その施設の設置者若しく

は管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、

又は当該職員をして、その施設に立ち入り、その施設

の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質

問をさせることができる。この場合においては、そ

の身分を証明する証票を携帯させなければならない。

現　　　行

第六章　雑則

十四条までの各条に規定する業務を目的とする施設

であって第三十五条第三項の届出をしていないもの

又は同条第四項の認可を受けていないもの（前条の

規定により児童福祉施設の認可を取り消されたもの

を含む。）については、その施設の設置者若しくは管

理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は

当該職員をして、その施設に立ち入り、その施設の

設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問

をさせることができる。この場合においては、その

身分を証明する証票を携帯させなければならない。

附　則（平成九年九月二十五日厚生省令第七十二号

「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」附

則）（抄）

（施行期日）

一　この省令は、平成十年四月一日から施行する。

（児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

二　この省令の施行の際現にある第一条の規定によ

る改正前の児童福祉法施行規則第十号様式による

用紙については、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。

附　則（平成十月二月十八日厚生省令第十五号「児

童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令」附則）

（抄）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十年四月二日から施行す

る。

施　行　後

第九号様式（第四十三条の二関係）

保育士試験一部科目合格証明書

氏　名

年　月　日生

右の者は保育士試験科目のうち次に揚げる科目に合

格したことを証明する

年　月　日

第　　号

都道府県知事 印

第九号様式（第四十三条の二関係）

保母試験一部科目合格証明書

氏　名

年　月　日生

右の者は保母試験科目のうち左の科目に合格したこ

とを証明する

年　月　日

第　　号

都道府県知事 印
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施　行　後

第十号様式（第四十九条関係）

表　（略）

裏

児童福祉法第五十九条（抄）　行政庁は、児童の福

祉のため必要があると認めるときは、第三十六条
から第四

現　　　行

第十号様式（第四十九条関係）

表　（略）

裏

児童福祉法第五十九条（抄）　行政庁は、児童の福

祉のため必要があると認めるときは、第三十六条

から第四

附　則（平成十年二月十八日厚生省令第十六号「児

童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」附則）（抄）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行

する。

（児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行前に、第三条の規定による

改正前の児童福祉法施行規則（以下この条におい

て「旧規則」という。）第四十一条各号に掲げる科

目に合格した者は、この省令の施行後においては、

その合格の年に第一条の規定による改正後の児童

福祉法施行規則（以下この条において「新規則」

という。）第四十三条各号に掲げる科目に合格した

者とみなす。

2　この省令の施行前に、不正な方法によって保母

試験を受けようとした者又は保母試験に関する規

定に違反した者については、同令第四十四条第一

項（保母試験の合格を無効とする処分に係る部分

に限る。）及び第二項（この省令の施行前にこれら

の行為により同項に基づく処分を受け、かつ、施

行の際既に当該処分に係る同項の期間を経過した

場合を除く。）の規定は、この省令の施行後も、な

おその努力を有する。この場合において、同項中

「保母試験」とあるのは「保育士試験」とする。

3　この省令の施行前にした旧規則第四十四条第二

項に基づく処分は、新規則第四十四条第二項に基

づいてしたものとみなす。
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